
 

  

  

  

寒川町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所

の指定等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
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寒川町長 木 村 俊 雄   

  

 

 

 

 



寒川町規則第4号 

 

寒川町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サー 

ビス事業所の指定等に関する規則の一部を改正する規則 

 

寒川町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所

の指定等に関する規則(平成18年寒川町規則第19号)の一部を次のように改正する。 

第2条第1項を削り、同条第2項中「前項」を「法第78条の2第1項及び第115条の12第

1項」に、「第2号様式」を「第1号様式」に改め、同項を同条第1項とし、同条第3項

を同条第2項とする。 

第3条を削る。 

第4条第1項を削り、同条第2項中「前項」を「法第78条の12及び第115条の21におい

て準用する法第70条の2」に、「第6号様式」を「第2号様式」に改め、同項を同条と

し、同条を第3条とする。 

第5条を削る。 

第6条中「第8号様式」を「第3号様式」に改め、同条を第4条とする。 

第7条中「第2条から前条まで」を「第2条及び第3条」に、「又は届出」を「若しく

は法第78条の5及び第115条の15の規定による届出」に、「受理したときは、」を「受

理したとき、又は前条に規定する指定の取消し若しくは停止をしたときは、」に改め、

同条を第5条とし、第8条を第6条とし、第9条を第7条とする。 

第1号様式から第3号様式までを次のように改める。 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第4号様式から第8号様式までを削る。 

附 則 

この規則は、令和6年4月1日から施行する。 


